
川越市告示第３６１号 

 生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国

残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に規定される指定介護機

関について、次のとおり決定する。 

  令和８年５月１日        

川越市長  森  田  初  恵 
 
 



一覧

決定の種類 コード 名称 (開設者)

№ 決定年月日 住所、電話番号

有効満了日 備考

介護機関(介護)の廃止 1170402877 陽だまり　居宅介護支援事業所 告示

9 廃止年月日 令和08年03月31日 350-1114 (049-270-3277) 告示

― ― 告示

介護機関(介護)の廃止 1170403693 ケアセンターつどい南大塚 告示

10 廃止年月日 令和08年03月31日 350-1162 (049-249-5011) 告示

― ― 告示

介護機関(介護)の変更 1140403709 セキ薬局　南古谷店 告示

11 変更年月日 令和08年04月01日 350-0023 (049-293-3877) 告示

― ― 告示

(ＮＰＯ法人　陽だまり　理事長　峯尾　信子)
埼玉県川越市東田町１２番地２７　キャスルマンション川越Ｂ－１０４号室

居宅介護支援の廃止

(ＭＣＰ株式会社　代表取締役　奥田　弓子)

埼玉県川越市南大塚３－６－９

（介護予防）通所介護、通所型サービス（独自）の廃止

(株式会社セキ薬品　代表取締役　関　善夫)

埼玉県川越市並木８５４番地６

管理者の変更


